


被害者は、加害者の加入している損害保険会社(共済組合)
に直接、保険金(共済金)を請求することができます。

被害者１名ごとに支払限度額が定められています。





https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/index.html
国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト

　ください。
※ご請求に際しご不明な点がありましたら、損害保険会社（共済組合）等の窓口にお問い合わせ


